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コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方 

No. コメントの概要 金融庁の考え方 

１ 
中小地域金融機関監督指針Ⅱ－３－２－

１－２（２）①ニについて、「令和５年３月

以前に締結した根保証契約」についても、

同ニ記載事項の説明・記録等の対象となる

こととなり、同部分の前回指針改正施行日

の前に締結された根保証契約についても、

すべからく、説明をすべしということが、

ご当局の意思と理解いたしました。 

ただ、何分にも、相当の根保証人がおり

ますことから、説明等を行うためのタイム

スパン等については、金融機関の合理的な

判断に基づく期間内にこれを行えば足りる

という理解でよろしいでしょうか。 

本部分に関しての前回の監督指針改正(令

和５年４月１日)以前に根保証契約が締結さ

れていた場合、民法上認められている最大

５年間、改正監督指針に基づく説明がなさ

れない可能性があります。そのため、各金

融機関には負担が生じることになります

が、令和５年３月以前に締結した根保証契

約については、当該契約を締結した取引先

への個別融資の実行や顧客訪問などのタイ

ミングを活用しながら、保証人に対する説

明等の対応を早急に行っていただきたいと

考えています。 

２ 
中小地域金融機関監督指針Ⅱ－３－２－

１－２（５）①について、「事業承継時」が

「Ｍ＆Ａ・事業承継時」に変更されていま

すが、「事業承継」という文言には含まれな

いが、「Ｍ＆Ａ」には含まれるものとして何

をご想定かご教示いただけないでしょう

か。   

当該追加部分のすぐ後ろに「特に、借り

手企業のＭ＆Ａ・事業承継時においては、

「経営者保証に関するガイドライン」に基

づき、前経営者が負担する保証債務につい

て、後継者に当然に引き継がせるのではな

く、必要な情報開示を得た上で、保証契約

の必要性等について改めて検討するととも

に、その結果、保証契約を締結する場合に

は、保証契約の必要性等について主債務者

及び後継者に対して丁寧かつ具体的な説明

を行う態勢が整備されているか。」と記載さ

れているところ、同ガイドラインの適用範

囲を画する文言として「Ｍ＆Ａ」という用

語は使われていないので、前後の文脈か

ら、「Ｍ＆Ａ」を追記することには無理があ

るのではないでしょうか。 

例えば、Ｍ＆Ａにより特定の企業の子会

社となり、旧経営者が退任をせずに経営権

の無い地位で残存するケースなど、Ｍ＆Ａ

には該当しても必ずしも事業承継に該当す

るとは言い切れないケースを想定していま

す。このように、対象を必要十分に捕捉す

べく「Ｍ＆Ａ・事業承継時」という記載ぶ

りにしています。 

「経営者保証に関するガイドライン」の

適用範囲については、旧経営者に代わり新

経営者と新たに保証契約を締結することと

なる場合には、同ガイドラインや「事業承

継時に焦点を当てた『経営者保証に関する

ガイドライン』の特則」を踏まえて対応す

ることが可能であり、一般的な事業承継

や、事業承継に該当するＭ＆Ａについて

は、こちらの対応がなされることが考えら

れます。 

また、新経営者と新たに保証契約を締結

せずに旧経営者との保証契約が残存する場

合であっても、個別の状況に応じて、第三

者の個人連帯保証に関しても、同ガイドラ

インは適用され得るとされており、上記の

例のようにＭ＆Ａに伴い旧経営者が退任を

せずに経営権のない地位で残存するような

ケースについても、同ガイドラインを踏ま

えて対応することが否定されるものではな

いと考えています。 

３ 
中小地域金融機関監督指針Ⅱ－５－２

（３）で、（専門的な人材の）「育成」が

「育成・確保」となっているのは、外部人

材の採用を検討せよ、との話と受け止めま

したが、どのように専門的人材を金融機関

内に実現するか、その方法、程度、時間軸

「人材の確保」については、今回の改正

で追加したⅡ－５－２－１の（注２）にあ

る「ノウハウを持つ外部人材の採用、外部

専門家・外部機関等との連携」を指してお

ります。 

なお、体制整備における具体的な手段等



2 

 

No. コメントの概要 金融庁の考え方 

については、金融機関の合理的判断に委ね

られている点は変わらない（検査や対話の

対象となるのは、あくまで金融機関の「方

針」である）という理解でよろしかったで

しょうか。 

また、同指針Ⅱ－５－３（５）では「専

門的な人材」が「人材」となっております

が、これは「専門性」というほどでなく

「ノウハウ」程度のものがあれば足りると

いう理解でよろしいでしょうか。 

また、ここで「専門的な」が削除される

のであれば、同指針Ⅱ－５－２（３）の

「専門的な」も削除されるべきではないで

しょうか。 

については、ご理解のとおり各金融機関が

規模・特性等を踏まえて判断されるものと

考えております。 

Ⅱ－５－３（５）の「専門的な人材」

は、現行重複した表現となっている「専門

的な金融手法や知識等のノウハウを持つ専

門的な人材」の記載について、修辞的修正

を行ったものです。 

４ 
中小地域金融機関監督指針Ⅱ－５－２－

１（２）の「（参考）」の表で「Ｍ＆Ａ支援

会社等の活用」とありますが、2024年５月

の朝日新聞報道でも「Ｍ＆Ａ仲介を通じて

同一グループに買収された中小企業でトラ

ブルが相次ぐ問題で、中小企業庁が実態把

握に乗り出した。不適切行為を繰り返す買

い手に注意するよう呼びかけ、実態を踏ま

えて「中小Ｍ＆Ａガイドライン」（指針）の

見直しも検討する。」とあるように、Ｍ＆Ａ

仲介の問題性が指摘されているところであ

り、同ガイドラインの改正が終わるまで

は、この「Ｍ＆Ａ支援会社等の活用」とい

った記載は止めた方がよいのではないでし

ょうか。 

ご指摘の（参考）は、あくまで一例を示

したものであり、連携先としては、広くＭ

＆Ａ支援に携わる外部専門家・外部機関等

が考えられ、また、そうした先との連携に

ついては、各金融機関におけるノウハウの

有無等を踏まえ、自主的な経営判断により

実施されるべきものと考えております。 

 なお、不適切なＭ＆Ａの事例・トラブル

に関しては、中小企業庁において、「中小Ｍ

＆Ａガイドライン」や支援機関登録制度の

充実等による環境整備に継続的に取り組ん

でいるものと承知しています。 

５ 
中小地域金融機関監督指針Ⅱ－５－２－

１（２）の「（参考）」の表で「遺言信託」

が「遺言代用信託」に変わっていますが、

「遺言信託」は許容されなくなったという

理解でよろしいでしょうか。 

また「弁護士」に「弁護士等」がついて

おりますが、この「等」により司法書士が

加わるだけでなく、民事信託をサポートす

る一般社団法人等も広く含まれるようにな

ったという理解でよろしいでしょうか。 

「遺言信託」を許容しない趣旨ではな

く、中小企業庁の「事業承継ガイドライ

ン」で列挙されている「遺言代用信託」に

例示内容を統一したものです。 

なお、ご指摘の（参考）は、あくまで一

例を示すもので、実施形態・方法等につい

ては、顧客のニーズを十分に踏まえ、各金

融機関において判断されるべきものと考え

ており、外部専門家・外部機関等の連携先

についても同様です。 

６ 
金融機関が、顧客企業に対するコンサル

ティングの一環として、Ｍ＆Ａ支援に取り

組むことの重要性は理解します。この場合

において、融資先の顧客企業の債権者とし

ての立場も踏まえた利益相反管理を適切に

行っていくことが必要と思料します。 

特定の金融機関だけがコンサルティング

としてＭ＆Ａ支援を行い、他の債権者に先

んじて自行に都合の良い形で案件のマッチ

ングや譲渡価格の調整を行う等により結果

今般の改正は、金融機関がコンサルティン

グ機能の更なる強化の一環として、マッチン

グ支援に限らないＭ＆Ａ支援に積極的に取

り組むことへの期待が高まっていることを

踏まえ、実施するものです。 

他方、金融機関がＭ＆Ａ支援に取り組むに

あたり、利益相反管理を適切に行う必要があ

ることについては、ご指摘のとおりです。 

Ｍ＆Ａ支援の実施形態・方法等について

は、顧客のニーズを十分に踏まえ、各金融機
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No. コメントの概要 金融庁の考え方 

的に利用者保護がなされないおそれがあり

ます。 

昨今のＭ＆Ａ仲介の問題事例なども踏ま

えると、利益相反行為や管理の基本的なあ

り方などについて金融庁が示す必要がある

のではないでしょうか。 

また、少なくとも、融資部門と、支援部

門（コンサルティング）は部門として独立

し、情報を共有しないこと、金融機関が支

援する場合は、自行やグループ会社が仲介

やＦＡ業務を行うことを禁止し、マッチン

グ以降は資本関係のない他の専門業者や国

の支援機関を活用するということを義務付

けたほうが良いと考えますが、金融庁の見

解をお伺いします。 

以上大きく２点意見します。 

関において判断されるべきものと考えてお

ります。その上で、金融機関は、金融機関及

びグループ会社の業務の内容・特性・規模等

に応じ、利益相反のおそれのある取引を管理

することが求められていると考えており、金

融庁としては、中小・地域金融機関向けの総

合的な監督指針Ⅲ－４－１２において、監督

上の目線をお示ししております。 

また、中小企業庁においても、「中小Ｍ＆

Ａガイドライン」の公表等によって環境整

備に継続的に取り組んでいるものと承知し

ています。 

７ 
「Ｍ＆Ａ・事業承継など」の「など」に

は、事業再生も含まれるとの理解でよい

か。 

また、「など」に事業再生も含まれる場

合、「経営者保証に関するガイドライン」に

従って、窮境原因に対する経営者の帰責性

等を勘案し、保証債務を履行するケースも

あります。こうしたケースにおいて、保証

人に対する説明事項として掲げられている

a. b．c．のうち、「b. どのような改善を図

れば保証契約の変更・解除の可能性が高ま

るか、個別具体の内容」を説明することの

合理性が薄い。このため、当局による説明

体制の検証にあたっては、一律に a. b．

c．の説明状況を確認するのではなく、個別

ケースごとの説明事項の必要性を勘案して

いただきたい。 

 

（理由） 

Ｍ＆Ａ・事業承継などにより主たる株主

等が変更になる場合に、保証契約締結時と

同様の説明が求められることは理解する。 

他方、事業再生を目的としたＭ＆Ａの場

合、窮境原因に対する経営者の帰責性等を

総合的に勘案し、保証債務を履行するケー

スもあり、こうしたケースでは、「b. どの

ような改善を図れば保証契約の変更・解除

の可能性が高まるか、個別具体の内容」を

説明することはなじまないため。 

ご認識のとおり、Ｍ＆Ａ・事業承継以外

でも、例えば、事業再生に伴い「主たる株

主等の変更」が生じた場合も「など」の解

釈に含まれます。 

また、経営の窮境に際して経営者の帰責

性が大きく、それにより保証債務を実際に

履行するに至るようなケースにおいては、

今後の改善点や経営者保証の解除の可能性

を説明する合理性は乏しいため、事業者の

置かれた状況を踏まえて説明いただく形で

差し支えありません。 
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No. コメントの概要 金融庁の考え方 

８ 
本項（注）の「令和５年３月以前に締結

した根保証契約」について、2023年４月の

本監督指針の改正を踏まえ、すでに「令和

５年３月以前に締結した根保証契約」に係

る主債務者と保証人に対する説明、および

その結果等の記録を完了している場合（ま

たは組織的な取組みにより、完了が見込ま

れている場合）、当該根保証契約に係る説明

および説明した結果等の記録のための体制

の整備まで求めるものではないことを確認

させていただきたい。 

すでに説明・記録の対応が完了している場

合、再度の対応は不要です。 

９ 
本項の「特に、借り手企業のＭ＆Ａ・事

業承継時においては、（中略）、必要な情報

開示を得た上で、保証契約の必要性等につ

いて改めて検討するとともに、その結果、

保証契約を締結する場合には、保証契約の

必要性等について主債務者及び後継者に対

して丁寧かつ具体的な説明を行う態勢が整

備されているか。」について、現実には、取

引先のＭ＆Ａや事業承継が金融機関に事後

報告されるケースが発生しています。 

このため、貴庁および関係省庁より、事

業者に対し、Ｍ＆Ａ・事業承継に関して金

融機関へ事前相談することの有効性や、金

融機関へ報告・情報開示を行うことの重要

性を周知いただきたい。 

 

（理由） 

本改正案の概要紙では、本改正の背景と

して「経営者保証がＭ＆Ａ・事業承継の支

障となるという指摘がある」ことが掲げら

れている。この点、Ｍ＆Ａ・事業承継を検

討する事業者より、早期の金融機関への相

談・報告、情報開示が行われれば、金融機

関における経営者保証の要否、主債務者お

よび後継者への保証契約の必要性に係る説

明に関し、円滑な対応が可能になるため。 

 本件の事業者に対する周知については、機

会を捉えて、関係組織と連携しつつ行いたい

と考えています。 

 なお、中小企業庁が改訂を検討している

「中小Ｍ＆Ａガイドライン」においても、改

訂内容として、Ｍ＆Ａに伴う経営者保証の扱

いについて金融機関へ事前相談することの

有効性を示す旨も検討されていると承知し

ております。 

10 
「Ｍ＆Ａ・事業承継など主たる株主等が

変更になることを金融機関が把握した保証

契約」に関して、「主たる株主等」の定義を

ご教示いただきたい。 

「主たる株主等」としては、持株比率が

50％以上を占める主たる株主のほか、例えば

「自身のみで 50％以上の持株比率を占めて

いるわけではないが、その親族の保有分も含

めれば当該比率が 50％以上を占めており、係

る企業について実質的な経営権を持つ者」な

ども含まれ得ます。 

加えて、例えば、持株会社がＭ＆Ａにより

オーナーチェンジする場合、当該持株会社の

傘下の事業会社については、その株主構成は

変わらなくとも実質的な経営権を有する者

が変わることになるため、「主たる株主等が

変更になる」場合に該当し得ます。 
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以上のようなケースについては、事業者の

株主構成のみでは定義できないため、「主た

る株主等」とする規定ぶりとしています。 

11 
「Ｍ＆Ａ・事業承継など主たる株主等が

変更になることを金融機関が把握した保証

契約」に関して、複数の保証契約を徴求し

ているケースでは、契約締結時でなく現時

点の事業者の「経営者保証に関するガイド

ライン」の要件の充足状況を踏まえて説明

する形でも差し支えないという理解で良い

か。 

貴見のとおりです。 

12 
「Ｍ＆Ａ・事業承継など主たる株主等が

変更になることを金融機関が把握した保証

契約」に関して、事業承継の場合は、「経営

者保証に関するガイドライン」に基づくほ

か、「事業承継時に焦点を当てた『経営者保

証に関するガイドライン』の特則」に基づ

いて説明することになるとの理解で良い

か。 

貴見のとおりです。 

13 
「系統金融機関向けの総合的な監督指針 

新旧対照表」について、 

＞Ⅱ－３－２－１－２ 主な着眼点【共

通】 

＞(２) 契約時点等における説明 

＞① 商品又は取引の内容及びリスク等に

係る説明 

＞カ 

連帯保証契約についての記述があるが、

「証した」という文言について、「証」する

には相当程度の厳密さが必要となるものと

考える。 

本人である事の確実性の確保の観点（有

印の文書偽造は、法的に、そうでないもの

より厳しい扱いがある事に留意すべきであ

る。また、印章又は署名を付さないとする

と、偽者による不正が横行しそうにも思わ

れる。）、本人による連帯保証の意識・認識

を明確に持たせる必要性及び本人によって

のちゃんとした内容確認を促す観点から、

結局、印章又は署名等（なお、印章（押

印）があるのがより望ましいであろう。そ

貴重なご意見として承ります。 
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れは印顆等の準備が必要な行為であるの

で。しかし印顆を持っていない者にも行え

るように署名での代用は可能としておく意

義がある。）の行為が伴うのが適切となるも

のなのではないかと考える。 

国民・市民としては、大きな損失が生じ

る必要がある行為については、その手続に

ついて、特段に改まったものにした方が良

いと考える。 

＞Ⅱ－３－２－１－２ 主な着眼点【共

通】 

＞(２) 契約時点等における説明 

＞③ 契約の意思確認 

＞ア 

これらについても、やはり、「契約者本人

（注）」によっての印章又は署名が付される

のが適切と考える。 

本人である事の確実性の確保の観点（有

印の文書偽造は、法的に、そうでないもの

より厳しい扱いがある事に留意すべきであ

る。また、印章又は署名を付さないとする

と、偽者による不正が横行しそうにも思わ

れる。）、本人による連帯保証の意識・認識

を明確に持たせる必要性及び本人によって

のちゃんとした内容確認を促す観点から、

結局、印章又は署名等（なお、印章（押

印）があるのがより望ましいであろう。そ

れは印顆等の準備が必要な行為であるの

で。しかし印顆を持っていない者にも行え

るように署名での代用は可能としておく意

義がある。）の行為が伴うのが適切となるも

のなのではないかと考える。 

14 
「漁協系統信用事業における総合的な監

督指針案（新旧対照表）」について、 

＞Ⅱ－３－２－１－２ 主な着眼点 

＞（２）契約時点等における説明 

＞① 商品又は取引の内容及びリスク等に

係る説明 

＞ホ 

連帯保証契約についての記述があるが、

「証した」という文言について、「証」する

には相当程度の厳密さが必要となるものと

考える。 

本人である事の確実性の確保の観点（有

印の文書偽造は、法的に、そうでないもの

より厳しい扱いがある事に留意すべきであ

る。また、印章又は署名を付さないとする

と、偽者による不正が横行しそうにも思わ

れる。）、本人による連帯保証の意識・認識

を明確に持たせる必要性及び本人によって

貴重なご意見として承ります。 
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のちゃんとした内容確認を促す観点から、

結局、印章又は署名等（なお、印章（押

印）があるのがより望ましいであろう。そ

れは印顆等の準備が必要な行為であるの

で。しかし印顆を持っていない者にも行え

るように署名での代用は可能としておく意

義がある。）の行為が伴うのが適切となるも

のなのではないかと考える。 

国民・市民としては、大きな損失が生じ

る必要がある行為については、その手続に

ついて、特段に改まったものにした方が良

いと考える。 

＞Ⅱ－３－２－１－２ 主な着眼点 

＞（２）契約時点等における説明 

＞③ 契約の意思確認 

＞イ 

これらについても、やはり、「契約者本人

（注）」によっての印章又は署名が付される

のが適切と考える。 

本人である事の確実性の確保の観点（有

印の文書偽造は、法的に、そうでないもの

より厳しい扱いがある事に留意すべきであ

る。また、印章又は署名を付さないとする

と、偽者による不正が横行しそうにも思わ

れる。）、本人による連帯保証の意識・認識

を明確に持たせる必要性及び本人によって

のちゃんとした内容確認を促す観点から、

結局、印章又は署名等（なお、印章（押

印）があるのがより望ましいであろう。そ

れは印顆等の準備が必要な行為であるの

で。しかし印顆を持っていない者にも行え

るように署名での代用は可能としておく意

義がある。）の行為が伴うのが適切となるも

のなのではないかと考える。 

 


